
 

 

 

 

 

 

 

 

 

懲戒処分の公表について 
 

 

１ 処分１について 

（１）所属      交通局自動車部 

（２）職位      一般職 
（３）年代      ６０歳代 
（４）処分の内容   停職４月 
（５）処分の理由 

令和７年６月、同僚職員に対し電話で暴言を発したもの。また、１２月には職場敷地内に

駐車していた関係事業者の車両を蹴った上、当該事業者や別の同僚職員に対し暴言を発した

もの。 

（６）処分年月日   令和７年１２月２５日 
（７）上司の処分   厳重注意１名 
 
２ 処分２について 

（１）所属      交通局自動車部 

（２）職位      一般職 
（３）年代      ３０歳代 
（４）処分の内容   停職１月 
（５）処分の理由 

女性職員に対し、わいせつな発言を繰り返す等のセクシュアルハラスメント行為を行った

もの。 

（６）処分年月日   令和７年１２月２５日 
（７）上司の処分   厳重注意１名 

記 者 発 表 資 料 
令和７年１２月２５日 

（担当）交通局総務課 
    佐藤、辻 
（内線）７５０－２２０２ 
（直通）７１２－８３０４ 


